
様式２－２

H28.4.1 ～ H33.3.31

- （　　　） - （　　　）

49.6% (H26)

20事業所 （H32） 12事業所 （H29.1）

- (       )

設置の有無 無 設置（公表）時
期

※連携体制が、
法に基づく協議
会の場合「○」
を選択

注）本様式はＡ４で3枚以内としてください。

１３．事業実施及び連携工程 様式２－２－１に記載⇒要件④「政策連携」

１４．経費の内訳 様式２－２－２に記載

他の地方公共団体と
の連携

連携先：愛知県
連携内容：愛知県と、企業向けメールマガジンや県主催行事でのチラシ配布など広報面で連携するとともに、当市
事業においても愛知県主催の各種女性活躍関連イベント・セミナーを周知していくとともに、愛知県の「女性の活
躍推進宣言」の提出や「あいち女性の輝きカンパニー」の認証取得につながるよう働きかけていく。

11．女性活躍推進法に基づく
国の「女性活躍推進に向けた
公共調達及び補助金の活用
に関する取組指針」に準じた
公共調達における取組

① 実施済　　② 平成　　年　　月から実施予定　　③ 検討中　　④ 実施予定なし
※ いずれかにマルをつけてください。

①、②の場合、取組内容
（※国の取組指針に準じて、総合評価落札方式や企画競争方式による調達において、ワーク・ライフ・バランス等推進企業（えるぼし認定
企業等）を加点評価する取組等について記載してください。）

12．担当者名及び連絡先 文化芸術部男女共同参画課　女性活躍推進班　松澤　　電話0564-23-6222　　E-mail：danjo@city.okazaki.lg.jp

９．事業効果の検証及び
　　今後の課題の整理方法

　ワーク・ライフ・バランス推進の指標となる愛知県の「ファミリーフレンドリー企業」への登録又は女性活躍推進の指標となる「あいち女性の
輝きカンパニー」の認証を新たに取得した市内事業所数を把握するとともに、岡崎市男女共同参画基本計画の次回の改定に合わせ、
ワーク・ライフ・バランスに関する市民意識調査を行う。

10．事業の実施体制
⇒要件③「官民連携・地域連
携」

連携体制の名称 岡崎市男女共同参画推進審議会

女性活躍推進法に基づく協議会の設置状況

構成団体

岡崎市男女共同参画推進審議会構成団体
　岡崎商工会議所、岡崎法人会、連合愛知三河中部地域協議会、岡崎信用金庫、あいち三河農業協同組合

各構成団体の主な連
携内容

各構成団体と参加者、希望者募集等の広報で連携

７．事業内容
　女性の活躍、ワーク・ライフ・バランス推進に関する、事業所の経営者や管理部門の意識を改革するため、働き方改革に関する講演会等
を実施するとともに、ワーク・ライフ・バランス推進するために、働き方の抜本的な見直が必要とされる市内の事業所に対しコンサルタントを
派遣し、ワーク・ライフ・バランス推進のための長期にわたる本格的な支援を行い、当市におけるロールモデルを構築する。

８．事業の実施により
　　期待される効果

女性活躍、ワークライフバランスを推進

③事業目標（全体）

ワーク・ライフ・バランス推進の指標とな
る「ファミリーフレンドリー企業」への登
録又は女性活躍推進の指標となる「あ
いち女性の輝きカンパニー」の認証を
新たに取得した市内事業所数の増加
（アウトカム）

④事業ＫＰＩ（全体） -

６．事業目標・重要業績評価
指標（ＫＰＩ）　（全体）
（※女性活躍推進法に基づく
推進計画や男女共同参画計
画などの数値目標を活用しつ
つ、客観的な数値等による事
業目標・ＫＰＩを設定してくださ
い。）⇒要件②「見える化」
（※複数の目標・ＫＰＩを設定
する場合は、適宜、行を追加
してください。）

目標・ＫＰＩ 目標値（時点） 現状値（時点）

①平成32年度まで（第4次男女共同参画基本計画期間
中）の中長期目標

ワーク・ライフ・バランスの推進

②平成32年度まで（第4次男女共同参画基本計画期間
中）の重要業績評価指標（ＫＰＩ）（※ＫＰＩは目標達成へ
の事業進捗の測定指標）

「ワーク・ライフ・バランス」という言
葉を知っている市民の割合（アウト
カム）

３．女性活躍推進法に基づく
　　推進計画策定時期

平成28年３月　　（ 策定済 ・ 策定予定 ）※どちらかにマルをつけてください。 計画期間（予定）

４．地域の実情と課題

　全国的にも製造業に従事する人が多く、中小企業が多い地域にある当市における女性の就業率は、全国平均と比べて低く、当市の平
成22年女性の年齢階級別労働力率は、全国よりも深いＭ字カーブとなっている愛知県よりも、さらに深いＭ字カーブを示している。また、
当市で平成26年度に行なった事業所意識調査において、「ワーク・ライフ・バランスの取組」について「特にない」と答えた事業所が33.8％
みられた。近い将来の人口減少による労働力不足が予想されることから、企業への女性活躍推進、ワーク・ライフ・バランス、働き方改革推
進のため、啓発・支援が急務である。
　これに対し、当市ではこれまで、女性の活躍やワーク・ライフ・バランスの推進に取組む事業所への専門家によるアドバイザー派遣や、女
性活躍推進、ワーク・ライフ・バランス推進に取組む市内事業所による事例集作成により、女性活躍、ワーク・ライフ・バランス推進の重要性
の啓発に努めてきたところであるが、今後もより一層の取組が求められる。

５．事業の趣旨・目的
　市内事業所の多数を占める中小企業経営者に女性活躍、ワーク・ライフ・バランス推進の重要性を理解してもらい、各事業所において働
き方改革が推進され、当該地域における女性活躍、ワーク・ライフ・バランスが推進されることを目的とする。

地域女性活躍推進交付金事業実施計画書（市町村分）

市町村名：愛知県岡崎市　　　　　　　　　　　　　　

１．事業名 事業所向け女性活躍、ワークライフバランス推進事業

２．実施期間 平成29年4月1日　～　平成30年3月31日


